






































































別紙2



別紙 3-1 

個人献立修正手順 

① 食事箋の確認（今回変更情報一覧） 

② 今回変更情報一覧へのボールペン等でのマーキング 

③ 個人の日次食事箋一覧出力 

④ 個人献立マーカー分類(下表)に基づいて③へ色分けマーキング 

⑤ 給食オーダ修正/照会にて個人献立を修正する 

⑥ 禁食エラーが表示された場合は、ダブルクリックを行い詳細を 

確認し、代替料理の入替を行う。 

⑦ 個人別献立明細表を出力し、机上にて修正内容は合っているか、

修正し忘れた項目はないか確認する。修正した箇所及び帳票内 

上段記載のオーダ情報にマーキングする。 

 

【個人献立マーカー分類】 

内容 色 

主食関連 
主食変更 

オレンジ 
量変更 

禁止コメント 
食物アレルギー 

黄 
嗜好的禁止 

治療食及び特殊疾患食 

（食種及びコメント、食事コメント） 
ピンク 

食形態 

黄緑 付加食品 

その他 
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◆10 ㎜きざみ、5 ㎜きざみ、1 ㎜きざみ 

 10 ㎜きざ

み 

5 ㎜きざみ 1 ㎜きざみ 

かつ丼 低残渣食を参考にし、親子丼(のりなし)に変更(年齢相当量を考

慮) 

天丼 主食＋おにぎり献立の主菜に変更 

あじの蒲焼き丼 変更しない 軟菜食の丼に変更 

変わりご飯 変更しない 具きざむ 白飯 ＋ 主菜 

わかめご飯 変更しない 変更しない ゆかりご飯に変更 

照焼ハンバーグサン

ド 

ロールパン(年齢相当量)＋ジャム＋おにぎり献立の主菜に変更 

(軟菜食の照焼ハンバーグサンドは「１０㎜きざみ」提供可) 

ピザトースト 変更しない 食パン(年齢相当量)＋ジャム＋おにぎり献立の主菜

に変更 

納豆 変更しない ひきわり納豆に変更 

揚げ物 全粥食に合わせて変更 

※揚げ煮、唐揚げ、竜田揚げ、チキ

ン南蛮、酢豚、厚揚げ、油揚げ、揚

げなす、油淋鶏は提供可 

全粥食に合わせて変更 

※「フライ禁」は全て変

更 

「ししゃもの焼き

魚」 

全粥食に合わせて変更 

「生野菜サラダ」 提供可 低残渣食のおにぎり献立に合わせて変更 

レーズンパン 提供可 ロールパンに変更 

りんご 提供可 リンゴのコンポート、すりおろしリンゴに変更 

バナナ 提供可 おろしバナナに変更 

パイナップル 提供可 他の果物に変更 

「果物の盛り合わ

せ」 

提供可 生果物のみ(優先)に変更 

フルーツカクテル、 

フルーツポンチ、 

フルーツヨーグルト 

提供可 単体果物または「ヨーグルトのリンゴソースかけ」 

ぶどう、みかん 

さくらんぼ、すいか 

他の果物に変更 

梨 提供可 他の果物に変更(軟食で「梨のコンポート」を 

提供している場合はコンポートに変更する) 



別紙 3-1 

いちご 提供可(おやつに使用されている場合は他のおやつに変更 

焼きのり、味付のり のり佃煮に変更 

のりおにぎり 塩おにぎり又はふりかけおにぎりに変更 

プロセスチーズ ヨーグルト 

固形のおやつ・ 

駄菓子・ｱｰﾓﾝﾄﾞﾌｨｯｼ

ｭ 

焼きとうもろこし 

ゼリー、ムース、プリン、ババロア、水ようかんなどに変更 

＊リンゴ、レーズン→料理に含まれている場合は変更しない(10 ㎜～1 ㎜きざみで提供可) 

＜１㎜きざみの場合のみ、全粥食・五分粥食、低残渣食を参考にして変更する料理＞ 

目玉焼き、ハムエッグ、卵サラダ、チーズと野菜の彩りサラダ、大豆の五目煮 

 

◆副食ペースト状 

→現在の運用では離乳食・食物アレルギー対応食以外はコメント対応でなくペースト食

を選択 

☆常食選択で「副食ペースト状」の場合は、全粥食 or ペースト食を電子カルテで判断

し、ベースの食種を変更する 

麺メニュー めんつゆを除き、主食(全粥)＋主菜に変更 

汁物 具無しの汁物に変更(五分粥食を参考) 

納豆、ひきわり納豆(チューブ

含)、 

すりとろろ 

全粥食に合わせて変更 

揚げ物 全粥食に合わせて変更(添野菜は付けない) 

※揚げ煮は提供可 

「生野菜サラダ」 全粥食に合わせて変更 

バナナ、パイナップル、 

梨、ぶどう、みかん 

他の果物に変更 

※オレンジ、はっさく、キウイ、メロン、缶詰は提

供可 

りんご リンゴのコンポート、すりおろしリンゴに変更 

果物の盛り合わせ 生果物のみ(優先)に変更 

焼きのり、味付のり、ふり

かけ 

たいみそ、うめびしお、のり佃煮に変更 

プロセスチーズ 除く 

固形のおやつ ゼリー、ムース、プリン、ババロア、水ようかんな

どに変更 

＊添野菜を除く 
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＊麺メニューについて、「主・副食ペースト状」の場合も上記同様に変更する。 

＊「副食ペースト状」コメントによりベースが変更されているため、丼物の提供はなし、麺

メニューは 

全粥＋汁物＋主菜に変更 

＊粉ふき芋は添)としてついている場合のみ除く(小付けの場合は提供可) 

＊マッシュポテトは小付けとして提供されるため、提供可 

＜離乳食について＞ 

→納豆や揚げ物を変更するときは、離乳食に相応しい量で変更する 

 納豆を豆腐料理(全粥食)に変更するときは、離乳食用のコードを選択する 
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◆主食がご飯指定の場合 

＊麺献立→ご飯献立に変更する場合：おにぎり献立を参考にする(主菜、副菜) 

お茶が付いていない場合は付ける 

＊パン献立→ご飯献立に変更する場合：おかずはそのまま 

                  朝食の場合のみうめびしお、のり佃煮などを付け

る 

ピザトーストはおにぎり献立の主菜を用いる 

◆主食がパン指定の場合 

＊3 食パン指定の場合：朝食はパン献立、昼食・夕食はパン＋低カロリージャム 

＊1 日の中で 2 食以上がパン指定の場合：昼食はパン＋朝食のパン献立のジャム、 

夕食はパン＋低カロリージャ

ム 

＊汁物(味噌汁、清汁)はスープなどに変更する 

＊塩焼きと煮魚は別メニューへ変更 

◆主食が麺(うどん、そうめん、そば)指定の場合 

＊基本献立が同じ種類の麺の場合は変更しない 

→「麺献立通り」の場合は麺メニューの変更はしない(最優先) 

温うどん指定で、基本献立が「カレーうどん」の場合は「カレーうどん」を提供 

 (冷うどん指定の場合は、カレーうどんを冷やしうどんに変更、素うどんの場合は主菜を

付ける) 

＊スパゲッティ、ラーメンの時は全粥食の麺メニューを参考にして変更する(年齢相当量を

考慮) 

＊めんつゆを付ける 

＊納豆はおにぎり献立を参考にして変更 

＊おかずはおにぎり献立を参考にして用いる 

→基本献立が「あじの蒲焼丼」の場合、麺＋めんつゆ＋あじの蒲焼に変更 

＊主菜、副菜が付いているか確認する(小付けは付いているときはそのまま、あえて付加は

しなくてよい)  

◆主食の形態が変更となる場合(パン禁、麺禁ではない場合、パン・麺献立はそのまま) 

 常食で「全粥」指定の場合 常食で「軟飯」指定の場合 

変わりご飯 おにぎり献立の主菜(＋添)を用い

る  

(かつ丼：全粥＋かつの卵とじ) 

軟菜食の変わりご飯を参考にし

て変更(年齢相当量) 

(かつ丼→親子丼(軟)に変更 

※軟飯指定＋「きざみ」の場合も

同様) 

ピザトースト おにぎり献立の主菜(＋添)を用い おにぎり献立の主菜(＋添)を用
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る いる 

納豆 全粥食に合わせて変更 提供可 

味付のり のり佃煮に変更 

＊軟菜食で「常飯」指定の場合：主菜は軟菜キザミトロミ食から用いる 

 

◆その他 

＊離乳食について：汁物は必ず付ける(お茶は不要)、パン粥指定の場合の主菜は洋風でなく

ても良い 

＊「煮魚→焼き魚」の場合、煮魚の添野菜は除かない 

 煮魚に添野菜が付いていない場合は、パン献立や料理数一覧を参考にして付ける 

＊例)「冷や奴＋P だしわり醤油(３ml)」 

＊五分粥食で「低残渣食」コメントがある場合：低残渣に向かない添)は除き､料理は低残渣

食を参考に変更する 

＊軟菜食で「ふりかけ付き」の場合：パウダータイプのふりかけを付ける 

＊待ち食：「パン禁」の場合は塩おにぎり塩のみ(年齢相当量)＋バナナ＋普通牛乳 

＜免疫低下食について＞ 

＊調味料：分包のものを使用するまたは開封済みのものは加熱調理にて使用する 

＊「果物付き」：血液腫瘍科 A 食は生果物の提供可 (缶詰は学童食以上の量を付加) 

血液腫瘍科 B 食は生果物禁忌(果物缶、リンゴのコンポート、梨のコンポ

ートは提供可) 

＊待ち食→血 B 食：バナナ→果物缶やコンポートへ変更（血 A 食はそのまま） 

 

＜おやつについて＞ 

＊「固形のおやつ＋飲み物(ジョアなど)」を変更する場合は、「ゼリー類＋飲み物(ジョアな

ど)」にする 

＊拓桃のおやつ：15 時に「牛乳＋おやつ」を提供(場合によって「牛乳＋固形のおやつ＋ジ

ョア」となることもある) 

〈カリウム制限〉 

＊生野菜、生果物を他の料理に変更する 

 （変更例：生野菜→加熱料理へ、生果物→コンポートまたは果物缶詰へ） 

＜15 時食ﾊﾟﾝ付・20 時食ﾊﾟﾝ付の修正内容＞ 

食パン 1 枚半に、低カロリージャムを 1 個付ける（ブルーベリー又はイチゴ） 

 

 

 

料理名 料理コード 熱量
食パン1枚半 A8127 191
低カロリージャム　イチゴ Z3011 16
低カロリージャム　ブルーベリー Z3041 18
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宮城 はな子 宮城 はな子

みやぎ はなこ みやぎ はなこ
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ミルク缶の収受 ①

ミルク缶の使用
可能日数確認

②
ミルク缶の缶数と、移動・食事における食事
オーダでの使用量を照合

ミルク缶の残り
使用日数把握

③ ミルク缶の使用日数が残り1週間

追加の
ミルク缶手配

④ 病棟へ依頼

欠食時の
対応

⑤

返却用
ミルク缶準備

⑥

＜特殊ミルク（非売品）を使用した配乳について＞
・本来、特殊ミルクは対象患者を特定して供給している。
　原則は本人の特殊ミルクを使用して調乳を行うことになっているため、余剰の保管はない。

非売品のミルク種　収受～返却の流れについて

確認・実施項目

通常配乳のミルク缶締切：午前11時　(18時までは当日配乳対応)

退院または復食の見込みがない場合は、病棟へミルク缶回収を依頼

病棟へのミルク缶返却時は、開缶済の缶に黄色テプラの注意喚起※を貼付
　（※○月○日に開缶しています。開缶後はなるべく早く（1ヶ月以内）ご使用ください。）

ミルク追加手配が必要となる場合 ミルク追加手配が必要ない場合
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調乳、配乳・下膳ルート

配乳順番；拓桃館2階病棟→本館4階病棟→本館3階病棟→本館2階病棟

配乳ルート； 下膳ルート；

引き渡し場所； 哺乳びん等回収場所；

引き渡し場所(土・日曜日限定)；

拓桃館2階フロア

本館へ

１

１

拓桃館2階病棟

本館2階フロア

本館4階病 本館3階病棟 本館2階病棟

１

１

１

本館2・3・4階病棟の哺乳瓶等の回収場所について

上記回収場所以外に、常設下膳棚(詳細は各病棟における配膳・下膳ルート参照のこと)より回収する。
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調乳、配乳・下膳ルート
配乳順番(本館3階フロア)；NICU病棟→PICU病棟→産科病棟

配乳ルート； 下膳ルート；

引き渡し場所； 哺乳びん回収場所；

拓桃館2階フロア

本館へ

１

拓桃館2階病棟

本館2階フロア

PICU病棟

産科病棟

NICU病棟
１

１

１
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配膳、下膳ルート
拓桃館1階栄養管理部（配膳室）→拓桃館2階→本館病棟

配膳ルート； 下膳ルート；

拓桃館2階フロア

本館へ
拓桃館2階病棟

本館2階フロア

医局
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本館2階病棟、配膳・下膳ルート
配膳ルート； 下膳ルート；

配膳車引継箇所；

常設下膳棚； 下膳カート；

１

１

１

配膳方法；協働配膳方式（朝食のみ引継ぎ方式）

栄養管理部スタッフは、配膳車を病棟指定箇所に配置し、病棟看護師または助手に配置

したこと報告し、個人別配膳表を看護師に提示し協働で配膳する。朝食は病棟指定場所

へ配置する。

下膳カートを設置する際は引き渡し場所に停車させること。

下膳方法

下膳カート※1は、毎食配膳後に所定の場所に設置し、下膳時(朝食；8:30、昼食；13:20、夕

食；18:50)に常設下膳棚※2に収納されたお膳も下膳カートで下膳する。おやつ(午前・午後)及

び夜食については、次の食事と合わせて下膳(午前のおやつ→昼食時、午後のおやつ→夕

食時、夜食→朝食時)する。

※1収納場所：厨房内洗浄室での下膳作業終了後は本館2階病棟配膳室に収納。

※2解錠時間：7:00～20:00・21:00(但し閉まっていた時は解錠し膳を出した後閉める)。

◎

◎
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本館3階病棟、配膳・下膳ルート
配膳ルート； 下膳ルート；

配膳車引継箇所；

常設下膳棚； 下膳カート；

１

配膳方法；協働配膳方式（朝食のみ引継ぎ方式）

栄養管理部スタッフは、配膳車を病棟指定箇所に配置し、病棟看護師または助手に配

置したこと報告し、個人別配膳表を看護師に提示し協働で配膳する。朝食は病棟指定

場所へ配置する。

下膳カートを設置する際は引き渡し場所に停車させること。

下膳方法

下膳カート※1は、毎食配膳後に所定の場所に設置し、下膳時(朝食；8:30、昼食；13:20、夕

食；18:50)に常設下膳棚※2に収納されたお膳も下膳カートで下膳する。おやつ(午前・午後)及

び夜食については、次の食事と合わせて下膳(午前のおやつ→昼食時、午後のおやつ→夕食時、

夜食→朝食時)する。

※1収納場所：厨房内洗浄室での下膳作業終了後は本館3階病棟配膳室に収納。

※2解錠時間：7:00～20:00・21:00(但し閉まっていた時は解錠し膳を出した後閉める)。

１ １

◎

◎
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本館3階産科病棟、配膳・下膳ルート
配膳ルート； 下膳ルート；
病棟指定箇所； 朝食配置指定箇所；
常設下膳棚； 下膳カート；

352 353 355 356

366

367

357

361

362

363

365

351

NS

処置室

廊下

M-FICU

WC

デイルーム

産科外来

配膳方法；協働配膳方式（朝食のみ引継ぎ方式）

栄養管理部スタッフは、配膳車を病棟指定箇所に配置し、病棟看護師または助手に配置したこと報告し、

個人別配膳表を看護師に提示し協働で配膳する。朝食は病棟指定場所へ配置する。

下膳カートを設置する際は引き渡し場所に停車させること。

下膳方法

下膳カート※は、毎食配膳後に所定の場所に設置し、下膳時(朝食；8:30、昼食；13:20、夕食；18:50)

に常設下膳棚に収納されたお膳も下膳カートで下膳する。おやつ(午前・午後)及び夜食については、次

の食事と合わせて下膳(午前のおやつ→昼食時、午後のおやつ→夕食時、夜食→朝食時)する。

※収納場所：厨房内洗浄室での下膳作業終了後は本館3階病棟配膳室に収納。

１

１

１

朝

朝

◎

本館3階病棟

配膳室から

◎



別紙7-7

本館3階PICU病棟、配膳・下膳ルート
配膳ルート； 下膳ルート；

病棟指定箇所；

常設下膳カート； 下膳場所；

１

◎

NICU病棟

PICU病棟

産科病棟

配膳方法；産科病棟の配膳車にて配膳

栄養管理部スタッフは、インターホンにて呼び出しし、病棟看護師または助手に個

人別配膳表を看護師に提示し配膳する。朝食は病棟指定場所へ配置する。

下膳方法；

下膳場所より所定の時間(朝食；8:30、昼食；13:20、夕食；18:50)に下膳する。

おやつ(午前・午後)及び夜食については、次の食事と合わせて下膳(午前のおやつ→

昼食時、午後のおやつ→夕食時、夜食→朝食時)する。

インターホン

で呼び出しし、

食事を渡す。
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本館4階病棟、配膳・下膳ルート
配膳ルート； 下膳ルート；

配膳車引継箇所；

常設下膳棚； 下膳カート；

１

１１

本館２階病棟

配膳室から

◎

配膳方法；協働配膳方式（朝食のみ引継ぎ方式）

栄養管理部スタッフは、配膳車を病棟指定箇所に配置し、病棟看護師または助手に配

置したこと報告し、個人別配膳表を看護師に提示し協働で配膳する。朝食は病棟指定

場所へ配置する。

下膳カートを設置する際は引き渡し場所に停車させること。

下膳方法

下膳カート※1は、毎食配膳後に所定の場所に設置し、下膳時(朝食；8:30、昼食；13:20、夕

食；18:50)に常設下膳棚※2に収納されたお膳も下膳カートで下膳する。おやつ(午前・午後)及

び夜食については、次の食事と合わせて下膳(午前のおやつ→昼食時、午後のおやつ→夕食時、

夜食→朝食時)する。

※1収納場所：厨房内洗浄室での下膳作業終了後は本館2階病棟配膳室に収納。

※2解錠時間：7:00～20:00・21:00(但し閉まっていた時は解錠し膳を出した後閉める)。

◎
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拓桃館2階病棟、配膳・下膳ルート
配膳ルート； 下膳ルート；

配膳車引継箇所；

下膳カート； 常設下膳棚；

１

１

配膳方法；配膳車引継方式

栄養管理部スタッフは、配膳車を病棟指定箇所に配置し病棟看護師または助手に配置

した旨伝える。更に、個人別配膳表を看護師に渡した後配膳車を引き継ぐ。

配膳車は、朝食；7:35、昼食；12:40、夕食；18:15に回収する。

下膳方法

下膳カートは、配膳車引き継ぎ後(朝食；7:20以降、昼食；11:50以降、夕食；17:45

以降)設置し、下膳時(朝食；8:30、昼食；13:15、夕食；19:00)に常設下膳棚に収納

されたお膳も下膳カートで下膳する。おやつ(午前・午後)については、次の食事と合わ

せて下膳(午前のおやつ→昼食時、午後のおやつ→夕食時)する。
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拓桃館3階病棟、配膳・下膳ルート（保育用お茶含む）
配膳ルート； 下膳ルート；

配膳車引継箇所；

下膳カート； 常設下膳棚；

配膳方法；配膳車引継方式

栄養管理部スタッフは、配膳車を病棟指定箇所に配置し病棟看護師または助手に配置

した旨伝える。更に、個人別配膳表を看護師に渡した後配膳車を引き継ぐ。

保育用お茶(飲料用コップ含む)を朝食配膳時に渡す(１日１回朝食時にのみ提供、日程

は別紙参照)。

配膳車は、朝食；7:35、昼食；12:30、夕食；18:00に回収する。

下膳方法

下膳カートは、配膳車引き継ぎ後(朝食；7:20以降、昼食；11:50以降、夕食；17:45

以降)設置し、下膳時(朝食；8:30、昼食；13:15、夕食；19:00)に常設下膳棚に収納

されたお膳も下膳カートで下膳する。おやつ(午前・午後)については、次の食事と合

わせて下膳(午前のおやつ→昼食時、午後のおやつ→夕食時)する。

拓桃支援学校

１

１
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配膳業務の運用について 

 2019/11/12 栄養委員会改訂 

１ 目的 

調理後の食事を迅速に配膳し，安全・適温で美味しい食事を提供する。 

 

２ 配膳方法 

 （１）配膳車引継方式：病棟に配膳車を引継ぎ，迅速に病棟スタッフが配膳業務行う。 

（２）協働配膳方式 ：病棟スタッフと栄養管理部スタッフの協働で迅速に配膳業務を行う。 

 

３ 手順 

 （１）配膳車引継方式（拓桃館 2階，拓桃館 3階） 

①病棟に配膳に来た栄養管理部スタッフは，配膳車を病棟指定箇所に配置し，病棟看護師または助 

手に「配膳車」を配置したことを伝える。 

②栄養管理部スタッフは，「個人別配膳表」を看護師に渡し，配膳車を引き継ぐ。 

③看護師と助手は協力し，配膳を行う。状況により看護師は「個人別配膳表」に配膳遅延患者に○

や×等を記載し，助手に配膳業務を一時依頼する。 

④「配膳表」を読み上げながら，配膳車から近い病室順に配膳車から食事を取り出し，「食札と内

容が合っているか確認」してから病室へ配膳する。 

⑤配膳車は，一定の箇所に留置・移動を繰り返し，巡回しながら配膳を行う。 

⑥ラウンジで食事をする場合は，患者を確認し，ラウンジに配膳する。 

⑦配膳終了後，配膳車を患者の安全が確保できる場所に移動する。 

⑧栄養管理部スタッフは病棟に配膳車を配置後，15 分後（但し、拓桃館 2階病棟は昼食は 12時 40

分・夕食は 18時 15分、拓桃館３階は昼食のみ 12時 30分）に配膳車を取りに行く。配膳が完了

していない場合は配膳業務を支援する。 

（２）協働配膳方式（本館 2階，本館 3階，本館 4階, 産科，ICU, NICU） 

①病棟に配膳に来た栄養管理部スタッフは，配膳車を病棟指定箇所に配置し，病棟看護師または助

手に「配膳車」を配置したことを伝え，「個人別配膳表」を看護師に渡す。 

②看護師と助手及び栄養管理部スタッフは協力し，配膳を行う。状況により看護師は「個人別配膳

表」に配膳遅延患者に○や×等を記載し，助手及び栄養管理部スタッフに配膳業務を一時依頼す

る。 

③配膳車は，一定の箇所に留置・巡回しながら配膳を行う。 

④病棟と栄養管理部との協働配膳は昼食・夕食のみの対応とし，朝食は（１）引継方式とし配膳車

を各病棟の指定場所へ運搬する。 

 

４ 運用の変更 

   運用中に改善点が生じた場合は，随時，栄養委員会で検討し運用を変更する。 

 

附則 
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本運用は、2013年 6月 17日から施行する。 

 

附則 

本運用は、2013年 7月 10日から施行する。 

 

附則 

本運用は、2015年 5月 15日から施行する。 

 

附則 

本運用は、2015年 8月 5日から施行する。 

 

附則 

本運用は、2016年 3月 10日から施行する。 

 

附則 

本運用は、2017年 1月 10日から施行する。 

 

附則 

本運用は、2017年 9月 19日から施行する。 

 

附則 

本運用は、2019年 11月 12日から施行する。 

 

 



別紙9

予定していた食材が納入不可能となった場合の対応手順

甲側対応手順 乙側対応手順

納入不可能となった食材

（以下本来の食材）

代替案提案協議

在庫の確保は

できるか？

できる できない

代替案提案

即日献立入替

本来の食材の再納

入が可能か？

在庫無し

提供日１か月前

日々の献立入替・確認

できる

終了

朝のミーティングで報告報告を受ける

報告を受ける

できない

再納入の連絡

代替案継続提供

朝のミーティングで報告協議

献立入替後の確認

ライブラリ作成

予定献立貼付

献立入替後の確認

ライブラリ作成

予定献立貼付

作成したライブラリ削除
する しない本来の食材を

使用するか？



拓
桃
館
1
階
図
面
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厨房機器類月次自主点検フローチャート

委託側（施設側） 受託側（日清医療食品） 厨房機器業者

点検結果に

異常はあるか？

月次点検

朝ミーティングで結果報告

厨房機器不具合発生

状況報告書施設栄養士内回覧

厨房機器業者へ連絡

点検・修繕

報告報告を受ける

報告を受ける

業者対応

異常有り

終了

異常無し

厨房機器類

月次自主点検表
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【報告内容】
①調理機器の不具合状況
②厨房機器メーカへ連絡する旨

【報告内容】
①調理機器の不具合状況
②厨房機器メーカへ連絡する旨

【連絡内容】
①調理機器の不具合状況
②修繕の必要がある場合日程調整

【報告内容】
①修繕の有無
②修繕日時
③修繕内容

【報告内容】
①修繕の有無
②修繕日時
③修繕内容

【報告内容】
①不具合箇所
②不具合に至った経緯
③修繕内容
④今後の対策

【報告内容】
①不具合箇所
②不具合に至った経緯
③修繕内容
④今後の対策

厨房機器不具合発生時の対応の流れ

【受託側】 【施設側】

厨房機器の不具合発生・発見

施設側栄養士(担当)へ口頭報告
受託側の報告を受ける

（担当栄養士）

栄養管理部技師長へ報告

厨房機器メーカへ連絡

施設側栄養士(担当)へ修繕内容の
報告

受託側の報告を受ける
（担当栄養士）

栄養管理部技師長へ報告

施設側栄養士(担当)へ
調理機器メーカとの決定事項を報告

受託側の報告を受ける
（担当栄養士）

栄養管理部技師長へ報告

案内・修繕対応

厨房機器不具合発生状況報告書を当日中に提出のこと

（休日の場合は翌平日に提出）
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【施設設備の不具合例】
①蛍光灯等電球切れ
②水漏れ
③害虫発生

【報告内容】
①施設設備の不具合状況
②防災センター（設備担当）へ電話する旨

【報告内容】
①施設設備の不具合状況
②防災センター（設備担当）へ電話する旨

【連絡内容】
①施設設備の不具合状況
②修繕・対応の必要がある場合日程調整

【報告内容】
①修繕・対応日時
②修繕・対応内容

【報告内容】
①修繕・対応日時
②修繕・対応内容

【報告内容】
①不具合箇所
②不具合に至った経緯
③修繕・対応内容
④今後の対策

【報告内容】
①不具合箇所
②不具合に至った経緯
③修繕内容
④今後の対策

施設側栄養士(担当)へ報告
受託側の報告を受ける

（担当栄養士）

施設設備不具合発生時の対応の流れ

【受託側】 【施設側】

施設設備の不具合発生・発見

栄養管理部技師長へ報告

防災センター（設備担当）へ連絡

施設側栄養士(担当)へ
防災センター（設備担当）との決定事項を報告

受託側の報告を受ける
（担当栄養士）

栄養管理部技師長へ報告

栄養管理部技師長へ報告

案内・対応

施設側栄養士(担当)へ修繕・対応内容の
報告

受託側の報告を受ける
（担当栄養士）



【保存先】栄養管理部２＞報告書・様式関連  

【回覧順】受託責任者→管理栄養士(担当)→施設側→管理栄養士(担当)  

技師長 管理栄養士 管理栄養士(担当) 受託責任者 

    

厨房機器不具合発生状況報告書 

記載日    年  月  日（  ） 

報告者名 

以下のとおり厨房機器に不具合が発生し、対応したため報告します。 

発生日時 令和  年  月  日（  ）   時  分 

場所  

厨房機器名  

当時の状況 

(具体的に、何の作業

をしている時に、ど

のような状況とな

り、どのような対応

を行ったか) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発生 

直後の 

状況 

扉 開けられた ・ 全く開けられなかった 

   ↓ 

（どのようにして？ 

      ） 

ブレーカー 入 ・ 切 

異常ランプ 無 ・ 有 

エラーコード 無 ・ 有 （コード番号：              ） 

------------------------------------------管理栄養士(担当)記載欄------------------------------------- 

今後の対応等  
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【哺乳瓶入替スケジュール】

日にち

時間

旧哺乳瓶

・配乳は2日目の分まで

・回収した瓶のうち、明らかに新しいと思われる物はまとめて栄養管理部担当者へ報告

・3日目の17時回収分～新哺乳瓶と混在するため確認の上廃棄

新哺乳瓶(100ml×1000本、200ml×400本程度）※在庫分を優先して使用し、出した数を報告

・拓桃館会議室へ搬入（物品センターへ発注時依頼予定）

・配乳は3日目の分から

・3日目の17時回収分～新哺乳瓶と混在するため確認の上滅菌

廃棄方法と日程

・拓桃館会議室へ、「医療廃棄物」段ボールとビニール袋20セット、紐、ガムテープ搬入（防災センター所長へ病院側で依頼・対応済）

・廃棄方法：【哺乳瓶の廃棄手順】に沿って感染に注意の上「医療用廃棄」に入れ、拓桃館会議室においてください。

・「医療用廃棄」段ボール等不足時は、防災センターに搬入を依頼してください。

・清掃担当者による搬出（防災センター所長へ病院側から依頼）

→回収日以降に回収された廃棄哺乳瓶は「医療用廃棄」箱に入れて、毎日午後1時頃清掃の方に搬出を依頼します。

新哺乳瓶

13時半 17時9時 13時半 17時 9時

旧哺乳瓶

1日目 2日目 3日目 4日目

13時半 17時 9時 13時半 17時

配乳

回収

配乳

配乳空瓶数え

空瓶数え

回収開封・洗浄・滅菌

回収 回収 回収 回収 回収 回収

配乳 回収

回収

廃棄

準備

回収 回収 回収
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回収日以降の汚染哺乳瓶は「医療用廃棄」箱で、清掃の方に搬出を依頼します。

「医療用廃棄」箱が不足の場合は、防災センターへ納入を依頼してください。

①「医療廃棄物」段ボールの底にガムテー

プを貼ります。（交差しなくてOK）

②ビニール袋を二重にして哺乳瓶を入れま

す。内側のビニール袋は閉じなくてOK

③外側のビニール袋は、白ビニール紐で閉

じます。（固結びでOK）

④「医療廃棄物」段ボールの横に、「栄養

管理部・日付」の紙を貼ります。
哺乳瓶を入れた日付を

記入してください

割れたびんは、プラスチック容器に

そのまま入れてください。（袋不要）通常の哺乳瓶は、未洗浄のまま

「医療廃棄物」段ボールに入れます。

母乳は体液のため感染の恐れがあり

ますので、注意してください。
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栄養管理部 栄養管理部

　　年　月　日 　　年　月　日

栄養管理部 栄養管理部

　　年　月　日 　　年　月　日

栄養管理部 栄養管理部

　　年　月　日 　　年　月　日
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検食および職員食の配膳食数、配膳場所 

 

  平日 土・日・祝日※1 

朝食 昼食 夕食 朝食 昼食 夕食 

施設側管理栄養士 配膳数 ２ ２ ２ ０ ０ ０ 

配膳場所 栄養管理部 

施設側医師 配膳数 １ １ １ １ １ １ 

配膳場所 医局 

職員食 配膳数 ３ ０ ３ ３ ３※2 ３ 

配膳場所 医局 

合計配膳数 ６ ３ ６ ４ ４※2 ４ 

 

※1 12 月 29 日から 1 月 3 日の期間も含む 

※2 小児科病院群輪番制運営事業において、当院が当番日となっている場合には、職員食

の昼食を「3 食」から「4 食」にすること（合計配膳数 5 食） 

   当番表は、院内ＯＡ内の「ファイル管理＞当番表・連絡簿＞当該年度仙台市小児科輪

番」にデータが格納 
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伝達内容

①何時までに解消が必要か(次食区分締切等)

相違あり 相違なし

（GW・年末年始は、別途周知あり）

食事オーダのシステムエラー時連絡対応フロー

相違なし

通常対応

通常対応

発信者へ（再度）連絡し、

　　　　システムエラーのため、

        情報システムへの連絡を依頼

連絡先

平日8時～18時：内線5454(障害対応窓口)

平日18時1分～7時59分 または 土日祝日

　　　　　　      内線1111(防災センター)

部門システムへの取込・集計

改善せず

食事オーダの件で連絡有

電子カルテ・部門システム双方の食事オーダ確認

改善

対応終了

対応終了

対応終了

改善 改善せず

対応終了

通常対応 部門システムへ強制手動入力(マニュアル参照)

栄養管理部からもシステムエラー解消依頼

②①までに解消されない場合又は

　解消時､栄養管理部へ連絡を依頼

締切時間前に 締切時間前に
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機密文書の取扱いに関して 

 

入院患者給食業務において発行される個人情報が記載されている書類(食札等)

の廃棄について、下記のとおりに取り扱うこと。 

 

・梱包する箱 

大きさ等の規格はなく使用済段ボールでの廃棄可能。 

・保管場所 

屋外のプレハブ倉庫にて一時保管 (設備に解錠依頼する。担当は総務課

のため設備から解錠の確認をする。)。 

・梱包方法 

 段ボール箱に梱包し、張り紙をする。 

 貼付面がわかるように倉庫奥から収納する。 

・その他 

これまで、シュレッダー等で処分していた書類等及び一般ゴミで処分し

ていた食札等を廃棄する。 

少量であればシュレッダーによる廃棄も可能。 
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保管場所 
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梱包方法 

①ダンボールへ食札などの機密文書を入れ封をする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②ダンボールに部署名、文書の名称、廃棄日を記載した貼り紙を貼る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

廃棄日：令和○年○月○日 
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貼付用紙 

栄養管理部 

廃棄 
令和○年○月○日 

 
 
 

栄養管理部 

廃棄 
令和○年○月○日 

 

 

 

 


